
児童虐待の現状と対策等について

令和４年１月１１日
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児童虐待の現状①
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認定

通告

本県における児童虐待の通告件数・認定件数の推移

Ｒ２年度の児童相談所及び市町村に対する児童虐待の通告件数は、１，４３６件で、前
年度から９８件減少した。このうち、虐待と認定した件数は７３３件で、前年度から１１４件
減少したが、過去最多のR１年度に次ぐ高水準となっている。
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児童虐待の現状②
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警察、学校等の関係機関からの通告が９割、本人・家族・知人・近隣住民等からの通告が
１割となっている。警察からの通告が最多で４４４件、６１％となっている。

３

児童虐待の現状③

主な虐待者
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実母と実父で９割以上を占め、実母が５１％で最多となっている。
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児童虐待の現状④

虐待の種類
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いわゆる面前ＤＶや暴言などの心理的虐待が５６％で最も多い。
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児童虐待の現状⑤

被虐待児の年齢
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未就学児童が４５％を占めている。
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主な児童虐待対策

① 児童相談所の専門職員の増員

② 市町村支援担当児童福祉司による市町村への活
動支援

児童福祉司の増員の状況
(人)

H28 H29 H30 H31 R2 R3
配置人数 21 23 26 29 34 37
前年比 1 2 3 3 5 3

③ 県警察本部、県教育委員会等との情報共有、連携
の強化

④ 児童虐待防止啓発のオレンジリボンキャンペーンの
展開

７

里親制度の推進①

親の病気、経済困窮、虐待などにより、親と一緒に暮ら
すことのできない子どもたちをあたたかい家庭の中で育く
む制度

里親制度とは

主な里親の種類

〇養育里親

18歳未満の子どもを、家庭に戻るまでの間や、自立す
るまで養育する里親。

〇養子縁組里親

養子縁組を結ぶことを前提とする里親。養子縁組が成
立するまでの間、里親として一緒に生活し、縁組成立後
は実子と同様の親子関係になる。
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里親制度の推進②

平成２８年の児童福祉法改正により、親と生活することができない
子どもは里親又はより家庭的な環境で養育することとされた(家庭養
育優先の原則)

里親制度推進の背景

〇里親制度により期待される効果

・特定の大人との愛着関係の下で養育され、安心感の中で自己肯定
感を育み、基本的信頼感を獲得できる。

・適切な家庭生活を体験する中で、家庭のありようを学び、将来、家
庭生活を築く上でのモデルにできる。

・家庭生活の中での人との適切な関係の取り方を学んだり、地域社
会の中で社会性を養うとともに、豊かな生活経験を通じて生活技術
を獲得できる。

「山形県家庭的養育推進計画」(R2.3)を策定し、制度を推進
・里親委託率目標39.7％(R11)

〇児童福祉法の改正

９

里親制度の推進③

本県における里親制度の状況①

(単位：人
各年度末)

H28 H29 H30 R1 R2

乳児院 16 13 13 19 19

児童養護施設 205 185 178 206 193

里親等(①) 41 46 48 51 56

合 計(②) 262 244 239 276 268

里親等委託率
(①／②)

県 15.6% 18.9% 20.0% 18.9% 20.9%

全国 18.3% 19.7% 20.5% 21.5% -

cｆ．諸外国の里親委託率

オーストラリア92.3%、カナダ85.9%、アメリカ81.6%、イギリス73.2%

本県における施設入所児童数及び里親等委託率

10

里親制度の推進④

本県における里親制度の状況②

里親の種類別登録者

・不妊治療から、養子縁組を希望して
里親に登録する方が増加している。

・養子縁組が成立するのは年間４、５人
程度

・里親委託児童の８割以上が養育里親
のもとで生活している。

・特に、養育里親の登録を拡大する必
要がある。

(R2年度末)
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里親制度の推進⑤

里親登録拡大に向けた啓発等の実施
養育里親として期待される「リタイア世代」、「子育て世代」をターゲットに、さらに里

親制度を県民全体に正しく理解してもらうために広報・啓発を展開するとともに、制度
に関心を持った方への相談会を実施し、登録への後押しをしている。

＜里親制度を知ってもらうために＞
〇リーフレットの作成・配布
・市町村、量販店、県職員の退職準備セミナー等で配布

〇啓発パネルの作成・展示
・県立図書館、総合支庁ロビー等(今後市町村でも展示予定)

〇ジョンダナホール、モンテディオ山形ホームゲームにおけるPR
動画放映
〇今後の予定
・著名人にゆかりの現役里親を起用したTV番組の制作・放送
・TVCM、YouTube等ネット広告、新聞等による啓発広報

＜理解から登録に結び付けるために＞
〇里親に関心のある方を対象に、里親の役割や登録手続などに
ついての相談会を開催
〇児童相談所で随時相談に応じ、登録手続きなどを説明

県立図書館の企画展

村山総合支庁での展示
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